
青森県立青森工業高等学校 生徒会会則 

 

 

第１章 総 則 

第１条  本会は青森県立青森工業高等学校生徒会と称する。 

第２条  本会は青森県立青森工業高等学校校内に事務局を置く。 

第３条  本会は青森県立青森工業高等学校生徒会員をもって組織し、選挙により選出された役員を代表と 

する。 

第４条  本会は生徒の自治活動を通じて健全な社会人としての素質を養い、自由・平等・正義・博愛の理 

念を基礎とする民主的学園の建設を目的とする。 

第５条  本会は第４条の目的を達成するための活動をする権利を有し、教科学習及びホームルーム以外の 

教育活動を推進する。 

（１）学校長から委譲された行事・事項について審議・決定し執行する。 

（２）会員の福祉の増進と生活環境の改善・整備をはかる。 

（３）部活動の育成・振興に努める。  

（４）必要に応じて学校当局に希望・見解を上申する。 

第６条  本会員は会員の総意によって決議された事項を履行する義務を有する。 

第７条  本会会員は役員の任免権を有する。 

 

 

第２章 役 員 

第８条   本会は次の役員を置く。 

（１）会 長 １名  （２）副会長 ２名  （３）書 記 ２名 

（４）会 計 ２名  （５）議 長 １名  （６）副議長 １名 

（７）総 務 若干名 

第９条  各常任委員会の委員長を準役員と称する。 

第１０条 役員の任期は１２月１日から翌年の１１月３０日までとする。 

第１１条 役員に欠員が生じた時には補充し、補欠役員の任期は残存期間とする。 

第１２条 役員及び準役員は代議員会に出席する義務がある。 

第１３条 会長は次のことを行う。 

（１）本会を代表し、その会務を統轄する。 

（２）生徒総会、代議員会を召集する。 

（３）４月に本会の年間計画を発表する。 

（４）各委員会の委員長を承認し、必要に応じて役員に準ずる委員を委嘱、又は選抜する。 

（５）各委員会を指導する。 

（６）代議員会に出席不良なる委員の解任をホームルームを通じて勧告する。 

（７）生徒会室の管理と、同室の重要書類・物品・器物・財産等の保管をする。 

（８）その他必要な事柄を行う。 

第１４条 副会長は会長を補佐する。また、会長に事故がある時は、その職務を代行する。 

第１５条 議長・副議長は総会及び代議員会において、その議事進行にたずさわる。 

第１６条 書記は生徒総会及び代議員会の審議決定事項を記録、整理し、かつ保管する。 

第１７条 会計は本会の会計事務を行う。 

第１８条 役員、準役員の兼職を認めない。 



 

 

第１９条 役員及び準役員はみだりに辞任してはならない。ただし、やむを得ざる事情がある時は、次の方法

によって辞任することができる。 

（１）役員は代議員の３分の２以上の承認を得ること。 

（２）準役員は会長の承認を得ること。 

 

 

第３章 機 関 

第１節 生徒総会 

第２０条 生徒総会は、本会の最高議決機関であって全会員で構成する。 

第２１条 定期総会は１・２学期各１回会長によって召集され、また代議員会がその必要と認めたる時及び全

会員の５分の１以上の要求があった時は、会長は臨時総会を招集する。 

第２２条 生徒総会に付すべき事項は次の通り。 

（１）予算・決算の承認  

（２）会則の改正 

（３）会費の決定・変更 

（４）会長または代議員会が必要と認めた事項 

第２３条 総会は全員の３分の２以上の出席を要し、２分の１以上の同意により決議する。賛否同数の場合は

議長がこれを議決する。 

 

第２節 代議員会 

第２４条 代議員会は役員・準役員・代議員(各ホームルーム１名)をもって構成する。 

第２５条 代議員会は会長が必要に応じて開催する。但し、代議員４名以上の要求があった場合は、会長が召 

集しなければならない。また代議員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

第２６条 代議員の選出は各クラスに委任し、その任期は４月１日より翌年３月３１日までとする。また、代 

議員は代議員会における議決権を有する。 

第２７条 代議員会は生徒の意志を代表し、本会の運営の基本その他重要事項を審議決定する生徒総会に次ぐ 

議決機関である。 

第２８条 代議員は、ホームルームの代表として常にホームルームの世論に傾聴し、その糾合を計り、代議員 

会の審議決定に反映させるよう努めると共に、代議員会の情報をホームルームに報告しなければなら 

ない。 

第２９条 代議員は代議員会に出席の義務を有する。やむを得ぬ事情で出席不能の場合は、代理者を出席させ 

るか、委任状を会長に提出しなければならない。 

第３０条 代議員会における提案議決は、出席者の多数によって決定し、賛否同数の場合は、議長がこれを決 

定する。 

第３１条 代議員会は本旨に基づき必要と認めたとき、会員を表彰することができる。 

第３２条 すべての会員は、会議を傍聴することができるが発言権・議決権はない。但し、議長が許可した場 

合には発言することができる。 

 

第３節 委 員 会 

第３３条 本会はその事業達成のため、次の委員会を置く。 

（１）常任委員会 総務・出版・文化・体育・規律の各委員会。 

（２）特別委員会 選挙管理・会則改正の２委員会を特別期間設置する。 

 



 

 

第３４条 各委員会活動の各面を研究・立案・執行する。 

（１）総務委員会 会則・生徒総会、及び代議員会において定めた事項を基にして、本会を運営する 

中心的執行機関で、役員・準役員と必要に応じ、常任委員の若干名をもって組織し、各委員会 

の編成他の委員会に含まれていない事項と行事の企画・執行・厚生・風紀・調査・渉外・広報 

・連絡・庶務等にあたる。 

（２）出版委員会 生徒会誌の編集・印刷を行う。 

（３）文化委員会 本会の文化的諸行事の企画・執行・文化部の指導・協力にあたる。 

（４）体育委員会 本会の体育的諸行事の企画・執行・運動部の指導・協力にあたる。 

（５）選挙管理委員会 ３年生の中から委員を選出し、総選挙と補欠選挙に際しその管理を行う。 

（６）会則改正委員会 役員・準役員・代議員の若干名より成り、会則改正の必要が生じた場合、その 

改正案を作成する。 

（７）規律委員会 全ホームルームから委員１名を選出し、委員の互選により委員長を決める。生徒の 

規律一般を掌握するものとする。 

（８）会計監査委員会 ２年生の中から委員を選出し、委員の互選により委員長、副委員長（若干名） 

を選び組織する。各部担当委員による班編成を行い、各担当部の所有物の状況 

及びその他を調査し、各部の運営がスムーズにいくよう助力し、会計年度中 

（執行部在任中）に一回以上の会計監査報告をする。 

第３５条 各常任委員会は本校職員１名以上を顧問としておかなければならない。 

第３６条 各常任委員会(総務委員会を除く)は、原則として会員の希望者またはホームルームより選出された 

    者がなり、その任期は４月１日より翌年の３月３１日までとする。ただし、学業成績の著しく低い者、

素行のよくない者は委員になることはできない。 

第３７条 各委員会の委員長はその委員間で互選し、それを会長が承認しなければならない。但し、総務委員 

長は会長が兼ねる。 

第３８条 委員はみだりに辞任してはならない。但し、やむを得ざる事情がある時、その委員長の承認を得て 

辞任することが出来る。 

 

 

第４節 部 活 動 

第３９条 部活動は、生徒の自発的参加に基づいて形成され、部員の興味・能力等の健全な発展向上を目的と 

して活動する。 

第４０条 本会の会員はいずれかの部に所属して部の活動を行うことが望ましい。 

第４１条 本会の設置した部は本校職員１名以上を顧問としておかなければならない。また、その経費を会費 

よりまかなう。 

第４２条 各部は部長１名をおく。 

第４３条 各部は本会の指示した組織と書類を備える。 

第４４条 本会は各部の部員が､学校長の承認した競技会・その他に参加及び出席することを認める。 

第４５条 部の新設又は取消しは代議員会で行う。部の新設・取消しは出席代議員の３分の２以上の同意を必 

要とする。 

第４６条 各部は総務委員会で決定した細則に従い活動する義務を有する。 

 

第５節 応 援 団 

第４７条 応援団は本会の外局として生徒総会と代議員会の保護と制約を受ける。尚、別に定める応援団団則 

に準拠する。 



 

 

 

第４章 選 挙 

第４８条 本校生徒会の全会員が原則として選挙権を有する。 

第４９条 選挙管理委員会は、会長が３年生の中から選定した委員で構成する。但し、立候補者は委員にはな 

れない。 

第５０条 会長・副会長は１１月に１・２年生の中から選挙によって選出する。議長・副議長・会計・書記は 

新会長によって任命する。 

第５１条 選挙は有権者の自由意志により公明かつ適正に行なわれなければならない。 

第５２条 辞任・事故・転校等で役員に欠員が生じた時には、総務委員会は速やかに選挙管理委員会を設け、 

役員を選出しなければならない。 

第５３条 有権者は毎年度１１月における役員総選挙あるいは補欠選挙を問わず、全会員である。 

第５４条 立候補者は応援責任者と公約を所定の用紙に記入し、教師の推薦書を添えて、届出締切日までに選 

挙管理委員会に提出しなければならない。 

第５５条 各役員の立候補者が定員に満たぬ場合には、新会長が会員の中から適任者を指名し、代議員会の承 

認を得る。 

第５６条 役員には学業成績の著しく低い者、素行のよくない者は立候補できない。 

第５７条 会長・副会長の選出について最高得票が有効投票総数の２分の１に達しない時には、１・２位（副 

会長にあっては３位も）の候補者について決選投票を行い決定する。 

第５８条 選挙運動は立候補届出と同時に実行に移すことができる。 

第５９条 選挙運動は演説・校内放送・ポスター・ホームルーム訪問・チラシ・写真等によって行うことがで 

きる。 

第６０条 選挙ポスターは選挙管理委員会から配布する用紙を使用しなければならない。 

第６１条 開票は選挙管理委員会が行い、各立候補者の責任者が立合う権利義務を有する。委員長は開票結果 

を全会員に報告しなければならない。 

第６２条 立候補者またはその責任者が第５４条・第５６条・第５８条・第５９条・第６０条・第６１条に違 

反した場合には、その立候補者は失格と認める。 

第６３条 選挙管理委員会は選挙施行に関する詳細を細則で別に定める。 

 

 

第５章 不 信 任 

第６４条 会長・副会長に対する不信任案が全会員の１０分の１以上の署名申請書により代議員会に提出され 

たときは、この為の票決を行い、全会員の３分の２以上の不信任があった時は辞任する。 

第６５条 不信任案審議の場合の仮議長及び仮書記は、代議員の中から互選によって決定する。 

 

 

第６章 会 計 

第６６条 本会の運営に必要な経費は会員の納入する会費及び寄付金、その他の収入よりまかなう。 

第６７条 本会に入会する者は、入会と同時に入会金を納付する。 

第６８条 会費及び入会金については別途定めるものとする。 

第６９条 会計は代議員会の要求があり次第、会計報告しなければならない。 

第７０条 会計は毎年度末、各部長より提出された収支決算報告書を整理し、代議員会を経て生徒総会に報告

し承認を必要とする。 

 



 

 

第７１条 特殊の事情の為、会費納入に困難を生じた場合、その者に対して所定の手続きを経て減額又は免除

することができる。 

第７２条 会費の改正は代議員会の３分の２以上の同意により生徒総会の承認を必要とする。 

第７３条 本会の会計年度は４月１日より翌年の３月３１日とする。 

 

 

第７章 改 正 

第７４条 本会則の改正は代議員総員の３分の２以上の賛成により決議され、総会の承認を必要とする。 

 

 

第８章 附 則 

第７５条 本会則は昭和４１年６月１日より施行する。 

 

附 則 

平成１１年１２月１８日 一部改正 

平成２４年 ４月 １日 一部改正 

令和 ５年 ２月２２日 一部改正 

令和 ６年 ４月 １日 一部改訂 

 


